
JR筑後吉井駅コインロッカー利用約款

第 1条（利用時間）
本コインロッカーは 24時間利用可能です。

第 2条（料金）
ロッカー使用料金は、小型 300円、中型 500円、大型 700円です。

第 3条（保管期間）
０時を過ぎると翌日分の基本料金が加算されます。連続利用可能期間は最大 72時間
までとします。

第 4条（支払方法）
現金またはクレジットカード・電子決済（PayPay等）がご利用いただけます。

第 5条（レシートの取扱い）
1. ロッカーの開錠には、利用時に発行されるQRコード付きレシートが必要です。
2. [  重要：レシートの紛失に備えて、写真を撮っておいてください。写真の反射具合  
によっては開錠がうまくできない場合もありますので、光の調整を変えて数枚撮影
してください。  ]  

第 6条（レシート紛失時の対応）
1. 筑後吉井駅員対応勤務時間：7:00〜15:35（年中無休）
2. 対応は紛失者本人のみの対応とさせていただきます。
3. 駅員業務状況によっては、即時対応ができない場合があります。
4. 駅員不在時の対応は致しかねますのでご注意下さい。

第 7条（禁止事項）
1. 危険物・違法物・生物の保管
2. 貴重品の保管（当市は盗難・紛失の責任を負いません）
3. ロッカーの破損行為・不正使用

第 8条（免責事項）
1. 物品の盗難・紛失・破損について理由を問わず、当市及び JRは一切の責任を負
いません。
2. 天災・故障等による利用不能の場合も含め、当市及び JRは料金の返金を含む一
切の責任を負いません。
3. レシート紛失による開錠遅延や不便について当市及び JRは責任を負いません。

第 9条（緊急連絡先）
 緊急時連絡先：うきは市役所商工観光振興課

0943-76-9029(平日のみ 8:30～17:00)

[  なお、上記の時間以外の対応は一切行いません。  ]  

本約款は 2025年 4月 1日より適用します。

うきは市商工観光振興課


